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水際対策に係る新たな措置について 
 

 
 かねてより、本会業務の円滑な運営等につきましては、格別のご高配を賜り厚

くお礼申し上げます。 
さて、国土交通省より本年６月以降の水際措置の見直しについての事務連絡が

送付されました。 
つきましては、標記について、全国建産連を通じて、同省不動産・建設経済局

国際市場課長より周知依頼がまいりましたのでお知らせ申し上げます。 
詳細につきましては、水際制度担当省庁 HP をご参照ください。 
 
＜厚生労働省 HP＞ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 
＜内閣官房 HP＞ 
https://corona.go.jp/news/news_20211105_01.html 
 
また、制度の内容に関する問い合わせは、必ず、下記、コールセンター宛てに

行うようお願いいたします。 
―――――――――――――――――――――― 
水際対策に係る新たな措置について コールセンター 
・０１２０－２４８－６６８（日本語対応のみ） 
・０５０－１７５１－２１５８（日本語・English・中文・한국어） 
・０５０－１７４１－８５５８（日本語・English・中文・한국어） 
受付時間：９時から２１時まで（土日祝日含む） 
――――――――――――――――――――――― 
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